
　

小
学
校
の
国
語
教
材
で
お
な
じ

み
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
や
「
手
ぶ

く
ろ
を
買
い
に
」
な
ど
の
作
者
、

新
美
南
吉
が
今
年
７
月
30
日
、
生

誕
百
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
「
新
美
南
吉
パ
ネ
ル
展

・
読
み
聞
か
せ
会
」
を
開
催
し
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

▼
パ
ネ
ル
展

◇
期
間
・
時
間　

８
月
17
日(

土)

～
27
日(

火)

　

９
時
～
17
時

☆
た
だ
し
19
日(

月)

・
26
日(

月)

は
休
館

◇
内
容　

パ
ネ
ル
と
絵
本
の
展
示

▼
読
み
聞
か
せ
会

◇
日
時　

８
月
18
日(

日)

・
24
日

(

土)

い
ず
れ
も
10
時
～
10
時
30

分
◇
申
込
み　

不
要

◎
共
通

◇
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー　

１
階

展
示
ホ
ー
ル

◆
問
い
合
わ
せ　

教
育
総
合
セ
ン

タ
ー( 　
６
３―

０
３
１
６)

へ

◇
日
時　

９
月
１
日
（
日
）
13
時

開
演
／
開
場
12
時
30
分
～

◇
場
所　

市
民
会
館
（
や
ま
の
べ

ホ
ー
ル
）

◇
出
演
部
門　

邦
楽
・
日
舞
・
詩

吟
・
民
謡
・
詩
舞
・
民
踊
・
洋

舞
・
謡
曲
／
仕
舞

◇
入
場
料　

無
料

◆
問
い
合
わ
せ　

文
化
セ
ン
タ
ー

（　
６
３―

５
７
７
９
／
月
曜

　

・
祝
日
は
休
館
）
へ

◇
日
時　

８
月
10
日(

土)

・
11
日

(

日)

　

い
ず
れ
も
17
時
～

◇
場
所　

柳
本
小
学
校
運
動
場

◇
内
容　

・
両
日…

模
擬
店

・
10
日…
柳
小
・
朝
小
バ
ト
ン
ト

ワ
リ
ン
グ
、
盆
踊
り
、
線
香
花

火
、
子
ど
も
ビ
ン
ゴ
大
会

・
11
日…

南
中
吹
奏
楽
部
演
奏
、

サ
ロ
ン
ド
・
キ
ッ
ズ
演
奏
、
大

ビ
ン
ゴ
大
会
・
大
花
火
大
会

◆
問
い
合
わ
せ　

柳
本
校
区
夏
ま

つ
り
実
行
委
員
会　

柳
本
公
民

館
（　
６
６―

１
０
０
４
）
へ

◇
日
時　

８
月
14
日(

水)

・
15
日

(

木)

　

い
ず
れ
も
16
時
30
分
～

◇
場
所　

朝
和
小
学
校
運
動
場

◇
内
容　

・
両
日…

模
擬
店
、
芸
能
シ
ョ
ー

・
14
日…

子
ど
も
参
加
イ
ベ
ン

ト
、
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
な
ど

・
15
日…

バ
ト
ン
ダ
ン
ス
、
花
火

打
上
な
ど

◆
問
い
合
わ
せ　

朝
和
夏
ま
つ
り

　

委
員
会　

朝
和
公
民
館
（　
６

　

６―

０
０
０
１
）
へ

◇
日
時　

８
月
24
日(

土)

15
時
～

◇
場
所　

二
階
堂
運
動
場

◇
内
容　

模
擬
店
、
二
階
堂
幼
稚

園
児
に
よ
る
踊
り
、
和
太
鼓
演

奏
、
二
階
堂
高
校
吹
奏
楽
、
バ

ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
校
区
発
表
会
、

歌
謡
シ
ョ
ー
、
ビ
ン
ゴ
な
ど

☆
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

徒
歩
な
ど
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

夏
ま
つ
り
実
行

委
員
会　

二
階
堂
公
民
館( 　

６
４―

１
５
２
９
）
へ

　

暴
力
団
と
銃
器
の
根
絶
を
図
る

た
め
「
暴
力
団
・
銃
器
追
放
奈
良

県
民
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

◇
日
時　

８
月
30
日
（
金
）
13
時

30
分
～
16
時

◇
場
所　

い
か
る
が
ホ
ー
ル
（
斑

　

鳩
町
）

◇
内
容　

・
第
１
部…

表
彰
な
ど
式
典

・
第
２
部…

①
県
内
の
暴
力
団
事

　

情
（
県
警
察
本
部
暴
力
団
対
策

官
）
②
講
演　

正
司
歌
江
氏

◆
問
い
合
わ
せ　

県
暴
力
団
追
放

県
民
セ
ン
タ
ー
（　
０
７
４
２

―

２
４―

８
３
７
４
）
へ

　

に
お
い
や
見
た
目
で
は
分
か
ら

な
い
「
食
中
毒
」
予
防
の
基
礎
を

学
び
ま
し
ょ
う
。

◇
日
時　

８
月
23
日
（
金
）
10
時

30
分
～
11
時
30
分

◇
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

◇
講
師　

戸
田
進
康
氏
（
郡
山
保

健
所　

食
品
衛
生
課
）

◇
対
象　

市
内
在
住
の
人

◇
受
講
料　

無
料

◆
問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進
課
（　

内
線
７
７
７
）
へ
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「
新
美
南
吉
パ
ネ
ル
展
・
読
み

聞
か
せ
会
」
を
開
催
し
ま
す

二
階
堂
校
区
夏
ま
つ
り

市
芸
能
大
会

暴
力
団
・
銃
器
追
放
県
民
大
会

☆アンケート調査の詳細については、山辺

　広域行政事務組合消防本部ホームページ

　(http://www.yamabe.or.jp/shobo/)で公

　開しています。

◆問い合わせ　山辺広域行政事務組合消防

　本部予防課（　62－9119／内線57）へ

　今年５月、山辺広域行政事務組合管内

で無作為に抽出した500世帯を対象に「住

宅用火災警報器アンケート調査」を行い

ました。

　この結果、住宅用火災警報器を設置

（一部設置を含む）した世帯は、58.1％

で、昨年実施した同調査から1.9％上昇し

ていますが、昨年６月の全国平均77.5％

を大きく下回っています。

　また、すべての住宅に住宅用火災警報

器の設置が義務化されたことを知らない

世帯は22.2％ありました。

　住宅用火災警報器は、近年増加する住

宅火災からあなたの命を守る大切な設備

ですので、早く設置してください。　

「
住
宅
用
火
災
警
報
器
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
行
い
ま
し
た

住宅用火災警報器の設置率５8．1％５8．1

講
座
・
教
室

市
民
公
開
講
座

朝
和
夏
ま
つ
り

柳
本
校
区
納
涼
夏
ま
つ
り
大
会

あなたの命を守る

住宅用火災警報器の

設置は義務です！


